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判決言渡 平成１９年４月１０日

平成１８年（行ケ）第１０５３２号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成１９年３月６日

判 決

原 告 Ｘ

訴訟代理人弁護士 佐 藤 興 治 郎

被 告 Ｙ

訴訟代理人弁理士 須 田 篤

主 文

１ 特許庁が無効２００６－８９０３０号事件について平成１８年１０月

３１日にした審決を取り消す。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文と同旨。

第２ 事案の概要

本件は，被告の有する後記商標について，原告が平成１８年３月８日付けで

商標登録の無効審判請求をしたところ，特許庁が請求不成立の審決をしたこと

から，原告がその取消しを求めた事案である。

第３ 当事者の主張

１ 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

被告は，平成１６年２月１８日に出願し，平成１６年８月２７日に設定登

録を受けた商標登録第４７９８３５８号商標（以下「本件商標」という。）

の商標権者である。

これに対し原告は，平成１８年３月８日付けで，本件商標につき商標法（
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以下「法」という。）４条１項８号・１０号・１１号・１５号・１６号・１

９号及び８条に該当する事由があるとして，商標登録の無効審判請求をし

た。そこで特許庁は，同請求を無効２００６－８９０３０号事件として審理

した上，平成１８年１０月３１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」

との審決（以下「本件審決」ということがある。）をし，その謄本は平成１

８年１１月１０日原告に送達された。

(2) 本件商標の内容

（商標）＜標準文字＞

つつみのおひなっこや

（指定商品）

第２８類

「土人形および陶器製の人形」

(3) 審決の内容

審決の詳細は，別添審決写し記載のとおりである。

その要点は，本件商標は，法４条１項８号・１０号・１１号・１５号・１

６号・１９号及び法８条のいずれにも該当しないから，法４６条１項によっ

てその登録を無効とすることはできないというものである。なお，法４条１

項１１号該当性については，本件商標は下記①，②記載の登録商標（以下順

に「引用商標１」，「引用商標２」という。）に類似する商標であるとする

ことはできないとした。

記

①引用商標１（登録第２３５４１９１号）

（経緯）

出 願 昭和５６年３月２日（商願昭５６－１５４８３号）

審 判 昭５８－２４６００号（法３条２項適用）

登 録 平成３年１１月２９日（登録第２３５４１９１号）
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書換登録 平成１６年４月２８日

（商標）

（指定商品）

＜原登録時＞

第２４類

「土人形」

＜書換登録後＞

第２８類

「土人形」

②引用商標２（登録第２３６５１４７号）

（経緯）

出 願 昭和５６年３月２日（商願昭５６－１５４８４号）（引用商

標①との連合商標登録出願）

審 判 昭５８－２４６０１号（法３条２項適用）

登 録 平成３年１２月２５日（登録第２３６５１４７号）

書換登録 平成１６年５月１２日

（商標）

（指定商品）

＜原登録時＞

第２４類

「土人形」
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＜書換登録後＞

第２８類

「土人形」

(4) 審決の取消事由

しかしながら，審決は，本件商標が法４条１項８号・１０号・１１号・１

５号・１６号・１９号に該当し，無効とすべきであるにもかかわらず，事実

誤認により商標登録の無効審判請求を不成立としたものであるから，違法と

して取り消しを免れない。

ア 原告は，被告の有していた下記内容の登録第４９１４３９７号商標（平

成１７年９月２９日出願，平成１７年１２月９日設定登録。以下「別件商

標」という。）に対し，引用商標１，２を引用して商標登録の無効審判請

求をし，特許庁は，同請求を無効２００６－８９０３１号事件として審理

し，その結果，本件審決とは異なり，法４条１項１６号違反を理由に別件

商標の登録を無効とする審決（以下「別件審決」という。）をした。

記

（商標）

堤人形

つつみのおひなっこや

（指定商品）

第２８類

「土人形および陶器製の人形」

この矛盾は，審判官を同じくする併合審理又は併行審理をしなかったこ

とにも起因するが，本件審決の事実認定は，根底からの見直しが必要であ

る。

イ(ｱ) 江戸期の仙台の堤町界隈の足軽達は，付近の粘土で堤焼と称する土管

や容器の製造販売の傍ら，素焼きに粗い絵付けの素朴で土俗的な人形を



- 5 -

作り売りしていたが，これが明治の文明開化後は西欧化の波に押されて

廃れて廃業が目立ち，大正期には，原告のＸ家が専業，Ａ家が副業で残

るだけとなった。しかし，それまでの人形には原告の商標である「堤人

形」の名称は使われず，両家のことを「つつみのおひなっこや」と称す

るにとどまったが，Ａ家の廃絶でＸ家ただ一軒のみが残り，自ずと「つ

つみのおひなっこや」といえばＸ家，Ｘ家といえば「つつみのおひなっ

こや」を指すものとなった。

こうして残ったＸ家の当主である原告の父Ｂ（以下「Ｂ」という。）

は，昭和期以後は旧来の廃れ行く土俗的で形状色彩の粗い素朴な人形を

廃する，新しい精巧な人形の創作に専念し，京都の名工「狂阿弥師」に

も師事して石膏型を用いた精巧かつ繊細な形状と色彩の独自の人形の創

作に新境地を見いだし，これを従来使われていなかった「堤人形」ある

いは「つゝみ人形」の新しい商標ないし商品表示で制作販売し，好評を

博して「人形の前頭」の地位を築き，さらに，精魂を込めて独自の創作

と改良を重ねた結果，堤人形は「人形の東の横綱」の名声を勝ち得るに

至り，「堤人形」の商標と，そのただ一軒のみの家元を示す「つつみの

おひなっこや」の周知性は，不動のものとなった。ここからこれが土地

の普通名称ではなく，まして被告のＹ家を含む呼称ではないことが自明

である。

原告の先代であるＢは，こうして唯一の堤人形制作家として数々の受

賞と叙勲の栄誉に輝き，その努力が道徳の教科書にも記述されたのであ

り，この栄誉ある事実は，上記商標と家元の呼称の周知性の全国的確立

を示すものである。原告は，Ｂから堤人形の工芸と上記商標ないしは呼

称の伝承に努め，更なる精進と創作にまい進した結果，昭和５９年に

は，宮城県知事より「工芸品名堤人形」の制作家としてただ一人の指定

を受け，その創作人形が年賀郵便切手にも一度ならず採用され，また，
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その制作の姿が折に触れて新聞等にも紹介された。加えて，原告は，引

用商標１，２の商標登録を了してこれを維持している。したがって，こ

れらの商標と家元としての上記呼称は，その著名性を維持しているもの

である。

(ｲ) 他方，被告のＹ家は，明治末ころに堤町に移住し，大正期の先代から

土管や瓶などの堤焼容器の製造販売を専業としたが，時代の変化によ

り，ダルマの製造販売に転業した。被告が昭和４０年ころから専業とし

たダルマも時代遅れとなり，被告の父Ｃと被告は，原告の名声と堤人形

の商品価値に着目し，模倣品の製造販売に転じたものである。

被告は，平成に入り，原告の経営する有限会社つゝみ人形の従業員だ

ったＤに接近して，原告の企業秘密である独自の石膏型を盗用し，原告

商品と形状・模様・色彩をほとんど同じくする模倣品の製造にこぎつ

け，この模倣品を原告の著名な「堤人形」の商標と上記家元の呼称を用

い販売するに至っている。

(ｳ) 以上のように，「つつみのおひなっこや」の商標は，Ｂから原告に至

る８０年以上もの長期間，原告の先代以来の業務に係る堤人形を表示す

るものとして，需要者の間に広く認識されていたものである。

ウ 仮に，以上の主張が認められないとしても，本件商標は，堤町の人形制

作家に与えられた普通名称又はありふれた慣用名称に由来するものである

から，法３条１項１号及び２号により商標登録を受けることができず，無

効とされるべきものである。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の事実はいずれも認めるが，同(4)は争う。

３ 被告の反論

審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。

(1) 別件審決が，別件商標を無効としたのは，法４条１項１６号に該当するこ
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とを理由とするもの，すなわち，「堤人形」の表示が普通名称であることか

ら，「「堤人形」以外の「土人形」，及び「陶器製の人形」について使用す

るときは，これに接する需要者は，該商品があたかも堤人形であるかのよう

に，商品の品質について誤認を生ずるおそれがある」（別件審決〔甲１７〕

１２頁第６段落）というものであり，本件審決の認定判断とは無関係のもの

である。

また，審判手続を併合するか否かは，審判官の裁量に委ねられており，併

合しなかったことに違法性はない。

(2) 原告もＢも，「つつみのおひなっこや」の商標を使用したことはなく，そ

れが周知ないし著名なものとなっていたこともない。原告は，Ａ家の廃絶の

際にもそれ以後も現在に至るまで，堤人形を唯一に継承している者ではな

い。引用商標１，２の出願時には，被告の父Ｃ，祖父Ｅのほか，Ｆ等も「堤

人形」を製作しており，被告とＣは，現在も堤人形を製作し続けているから

である。

被告の祖父Ｅは，昭和５６年４月１日に堤人形について宮城県優良県産品

の推奨の認証を受け，父Ｃは，昭和５８年４月１日に堤人形についてその認

証を受けている。また，Ｃは，宮城県伝統工芸品堤人形の製作業者として宮

城県に認められている。

「つつみのおひなっこや」は，被告の商標であって，原告の呼称，雅号な

いし略称ではない。現在も過去も，原告が「つつみのおひなっこや」を名乗

っていた事実はない。過去に「堤のおひなっこ屋」の名称が使用されていた

としても，「このＡ家は，その後，大正年代まで土人形を作りつづけ，Ｘ家

と共に最後の二軒として残り，「堤のおひなっこ屋」といえば，当時はこの

二軒の代名詞であり，昭和の初期までこの愛称は生きていた」（甲３の１）

とあるように，「堤のおひなっこ屋」は愛称であって，雅号又はその略称で

はなく，ましてや著名な雅号又はその略称でもない。しかも，その愛称が用
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いられていたのは，昭和の初期までであって，その後は被告のＹ家の屋号又

は商標として用いられているものである。

(3) 被告の本家であるＹ家は，Ａ家の最後の継承者Ｇ氏からＡ家に伝わる古型

の保存と，その再興を託されたものであり，被告の曽祖父がＹ家を分家して

からは，被告の分家Ｙ家が本家の型を受け継いで，堤人形を製作し続けてい

る。父Ｃが所有する堤人形土型１７５９点は，仙台市指定有形文化財に指定

されている。

「つつみのおひなっこや」の名称は，被告の曽祖父であるＨの代から屋号

として使用してきたものであって，本件商標の出願日である平成１６年２月

１８日の時点では，「つつみのおひなっこや」といえば，被告のＹ家の屋号

及び商標として知れわたっていたものである。

(4) 原告は，本件商標は法３条１項１号及び２号により商標登録を受けること

ができないとも主張するが，原審判において法３条１項１号及び２号に違反

するとの主張はなされていないから，本件審決取消訴訟の取消事由とはなり

得ない。

第４ 当裁判所の判断

１ 当裁判所は，法４条１項１１号該当性を否定した本件審決は誤りであると判

断する。その理由は，以下に述べるとおりである。

２ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（本件商標の内容）及び

(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。

３ 本件商標の法４条１項１１号該当性

(1) 商標の類否

本件商標は，前記のとおり「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字に

より横書き一連に書してなるものである。一方，前記のとおり，引用商標１

は「つゝみ」の文字を太字体で横書きしてなるものであり，引用商標２は「

堤」の一文字を太字体で書してなるものである（なお，引用商標１，２は，
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原査定において，ありふれた氏である「堤」を認識させる「つゝみ」の文

字」を普通に用いられる方法で表してなるものにすぎず，法３条１項４号に

該当する等として拒絶されたが，拒絶査定不服審判において，明治以降継続

して商品「土人形」に使用された結果，需要者が原告の業務に係る商品であ

ること認識することができるに至ったから法３条２項に該当するとして（平

成３年４月４日審決）商標登録が認められたものである。甲１の１～４及び

弁論の全趣旨）。

ところで，商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品に使用

された場合に，商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによ

って決すべきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその

外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して

全体的に考慮すべく，しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り，

その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁昭和４３

年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。

そこで，以上の見地に立って本件事案について検討する（本件では，便宜

上，観念・称呼・外観の順位判断する。）。

(2) 観念について

ア 本件商標の構成のうち，冒頭の「つつみ」は，「【堤】（湖沼・池・川

などを包むものの意）①湖沼や池・川などの，水が溢れないように土を高

く築いたもの。どて。堤防。…」（広辞苑第５版）を意味する語であり，

人名や地名としてもよく使用されるものであることは当裁判所に顕著であ

る。

また，証拠（甲２～６，１３，１５，乙１。枝番を含む。）によれば，

①仙台市堤町の土人形は，江戸の元禄時代の堤焼（杉山焼）に始まり（甲

４の２），「おひなっこ」，「つつみのおひなっこ」とも呼ばれていた

が，昭和初期に入ってからは「堤人形」と呼ばれるようになったこと（甲
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２の１，２，４の２），②上記土人形を製造する人形屋は，文化・文政（

１８０４年～１８３０年）のころに堤町で１３軒を数える程の全盛期を迎

えて明治に至ったものの，時勢の変動から次第に廃業が目立ち，大正期に

はＡ家，Ｘ家の２軒だけとなり，昭和期には原告の父Ｂだけとなったが，

その後，原告及びＢの弟子であったＤに承継されたこと（甲２の１，６の

３），③他方，遅くとも昭和５６年には被告の祖父Ｅも堤人形を製造する

ようになり，被告の父Ｃを経て被告に承継されていること（甲１３，乙

１），④昭和５８年に堤人形「ししのり金太郎」が年賀切手の絵柄として

採用されたこと（甲５の２），⑤昭和４２年１月１０日発行の広辞苑第１

版第２２刷には，「つつみにんぎょう【堤人形】堤焼の人形。→つつみや

き（堤焼）」，「つつみやき【堤焼】陶器の一種。元禄の頃から仙台の堤

町で江戸の陶工上村万右衛門の創製したもの。特に人形は「堤人形」とし

て有名」と記載されていること（甲１５）が認められる。

そうすると，これらの事実によれば，本件審決当時，「堤人形」は，仙

台市堤町で製造される堤焼きの人形として，本件商標の指定商品である「

土人形および陶器製の人形」の販売者等の取引者には，よく知られていた

ものと推認することができる。

イ 次に，本件商標の４字目の「の」は，連体格を示す格助詞であり，後半

の「おひなっこや」は，これに接する者に，「おひな【御雛】雛人形のこ

と。…」（広辞苑第５版），「こ〔接尾〕…④特に意味を持たず種々の語

に付く。東北地方の方言などに多い。…」（同）及び「や【屋・家】…〔

接尾〕①その職業の家またはその人を表す語…」（同）からなる語である

と認識されるものと認められる。

ウ 上記に述べたところによれば，本件商標の構成のうち，冒頭の「つつ

み」からは，地名，人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念

が，「おひなっこや」からは，「雛人形屋」の観念が，それぞれ生じ，全
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体としては，「堤」という土地，人物の「雛人形屋」あるいは「堤人形」

の「雛人形屋」との観念が生じるものと認められる。したがって，本件商

標は，「つつみ」と「おひなっこや」とが組み合わされた結合商標として

認識されるものであるが，本件商標の構成において「つつみ」の部分を分

離することができないほど一体性があるものと認めることはできない上，

全体が冗長であることから，冒頭の「つつみ」の部分のみが分離して認識

され，そこから，地名，人名としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の

観念が生じるものと認められる。

他方，引用商標１「つゝみ」及び引用商標２「堤」からも，地名，人名

としての「堤」ないし「堤人形」の「堤」の観念が生じるものと認められ

る。

そうすると，両者は上記「堤」の観念が生じる点において共通するか

ら，観念において類似するものと認められる。

(3) 称呼について

次に称呼について対比すると，「つつみのおひなっこや」は，「ツツミノ

オヒナッコヤ」の称呼を生じるが，１０音（促音を含む。）という音構成が

冗長であるところ，上記のとおり「つつみ」「の」「おひなっこや」と認識

されるものである。そして，上記アのとおり，「おひなっこや」の部分

は，「雛人形屋」，すなわち，その取り扱う商品の内容を意味するものと把

握され，かつ，「つつみ」の部分のみが分離して認識されるから，簡易迅速

を尊ぶ商取引の実際においては，冒頭の「つつみ」の部分から，「ツツミ」

のみの称呼をも生じるものと認められる。

他方，引用商標１「つゝみ」及び引用商標２「堤」からは，いずれも「ツ

ツミ」の称呼を生じることが明らかである。

そうすると，本件商標と引用商標１，２とは，称呼において類似するもの

と認められる。



- 12 -

(4) 外観について

本件商標は，平仮名１０字の構成からなるが，上記アに述べたところによ

れば，これに接する者は，冒頭の「つつみ」の部分のみをひとまとまりの構

成として認識するものと認められる。そして，本件商標の「つつみ」の部分

と引用商標１の外観を対比すると，いずれも平仮名３字の構成からなり，字

体においても特に目立った特徴はない上，本件商標の冒頭の「つつみ」と引

用商標１の「つゝみ」は，第１字目の「つ」と末尾の「み」を共通にする

上，「つつみ」は「つゝみ」と表記されることもあるから，本件商標冒頭

の「つつみ」部分と「つゝみ」において外観が類似するものと認められる。

そうすると，本件商標と引用商標１は，外観においても一部において類似

するものである。

なお，本件商標と引用商標２は，外観において類似するものとは認められ

ない。

(5) 指定商品の類否

本件商標の指定商品は，第２８類「土人形および陶器製の人形」であり，

他方，引用商標１，２の指定商品は，いずれも第２８類「土人形」であるか

ら，その指定商品は「土人形」において同一であり，また，「土人形」と「

陶器製の人形」は，いずれも焼物製の人形であり，類似するものと認められ

るから，その指定商品は同一ないし類似するものである。

(6) 小括

以上に検討したところによれば，本件商標と引用商標１は，観念及び称呼

において類似し，外観においても一部が類似するものであるから，類似する

商標であると認められる。また，本件商標と引用商標２は，観念及び称呼に

おいて類似するところ，外観において類似するとは認められないものの，両

者とも特徴のある外観を備えるものとは認められないから，その相違は，称

呼及び観念における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者，需要者に印
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象付けるものということはできず，全体として類似する商標であると認めら

れる。そして，本件商標の指定商品である第２８類「土人形および陶器製の

人形」の取引者，需要者には，一般の消費者も含まれるから，取引をするに

際し商標に払われる注意力が特に高いものということはできず，本願商標と

引用商標１，２が同一又は類似の指定商品に使用された場合には，その取引

者，需要者において商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認め

られる。したがって，本件商標は，引用商標１，２との間で法４条１項１１

号に該当するものといわなければならない。

３ 結論

そうすると，本件商標は，引用商標１，２に類似する商標であるとすること

はできないとして法４条１項１１号該当性を否定した本件審決の判断は誤りで

あり，その余の点について判断するまでもなく，本件審決は取り消しを免れな

い。

よって，原告の本訴請求は理由があるから認容することとして，主文のとお

り判決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 岡 本 岳

裁判官上田卓哉は転補につき署名押印することができない。
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裁判長裁判官 中 野 哲 弘


